
船舶事故調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１０月２２日 ０３時０５分ごろ 

発生場所 山口県萩市萩漁港中
なか

小
お

畑
ばた

地区 

萩港中小畑浦沖防波堤東灯台から真方位１３０°３８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２５.７′ 東経１３１°２４.７′） 

事故の概要 漁船海
かい

盛
せい

丸は、南南東進中、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年１１月１４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 海盛丸、１４.９９トン 

ＹＧ２－７４１７（漁船登録番号）、個人所有 

第２９１－４０８１９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、底引き網漁の目的で、萩漁港中

小畑地区を出港した。 

船長は、本船が萩漁港中小畑地区の港口を過ぎたところで、先に出

港していた僚船から無線で沖合では波が高い旨の連絡を受けたので、

底引き網漁を断念し、同地区に向けて帰港を開始した。 

船長は、舵輪の後方に立ち、レーダーを作動させて手動操舵により

単独で操船に当たり、南南西方に延びる中小畑浦東防波堤の先端に設

置された簡易標識灯の西方沖に向け、約５ノットの対地速力で本船を

南南東進させた。 

船長は、操舵室中央後部に設置された無線機から声が聞こえたが、

聞き取れなかったので、右手で舵輪を握った状態で後方を振り向き、

同部の船室にいた甲板員と無線の内容について話をしていたところ、

突然、衝撃を受けた。 

船長は、前方を見て、中小畑浦東防波堤の消波ブロックに乗り揚げ

たことに気付き、乗組員のけがの有無を確認した後、乗組員に本船の

損傷状況を確認するよう指示を行った。 

本船は、船長が主機を後進として離礁した後、萩漁港中小畑地区の

岸壁に着岸した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約２.３ｍであった。 



船長は、漁師経験が約４５年あり、萩漁港中小畑地区を基地として

操業を行っていた。 

船長は、本船の損傷状況を確認した際、浸水を生じていなかったの

で、本事故の発生を海上保安庁へ通報していなかった。 

船長は、右手で舵輪を握った状態で後方を振り向いた際、右手が左

方に動いて僅かに左舵が取られ、本船が僅かに左転しながら中小畑浦

東防波堤に向かったのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 

本船は、南南東進中、船長が、操舵室中央後部に設置された無線機

から声が聞こえ、右手で舵輪を握った状態で後方を振り向いた際、右

手が左方に動いて僅かに左舵が取られ、中小畑浦東防波堤に向かう進

路で航行を続けたことから、同防波堤の消波ブロックに乗り揚げたも

のと考えられる。 

船長は、後方を振り向いたまま、甲板員との聞き取れなかった無線

の内容についての会話に意識を向けながら操船していたことから、僅

かに左舵が取られ、中小畑浦東防波堤に向かう進路で航行を続けてい

ることに気付かなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が南南東進中、船長が、操舵室中央後部に設

置された無線機から声が聞こえ、右手で舵輪を握った状態で後方を振

り向いた際、右手が左方に動いて僅かに左舵が取られ、中小畑浦東防

波堤に向かう進路で航行を続けたため、同防波堤の消波ブロックに乗

り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、防波堤等の障害物がある港内等を航行中、進行方向から

目をそらすなどして乗組員との会話等に意識を向け過ぎることな

く、周囲の見張りを適切に行って操船に専念すること。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、適切な支援や指示を受けられ

るよう、速やかに海上保安庁に通報すること。 

 

  



付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萩港中小畑浦沖防波堤東灯台 

中小畑浦東防波堤 

予定針路 

無線機から声が 

聞こえた場所 

萩漁港中小畑地区 

山口県萩市 


